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平成２６年 多賀城市教育委員会第９回定例会会議録

１ 会議の年月日 平成２６年９月２２日（月） 

２ 招集場所   市役所５階 ５０１会議室 

３ 出席委員   委員長 浅野 憲隆   委 員 菊池 すみ子 

         委 員 今野 喜弘   委 員 樋渡 奈奈子 

         教育長 菊地 昭吾 

４ 説明のため出席した事務局職員 

副教育長兼教育総務課長 大森 晃  

学校教育課長   髙砂 弘之 

生涯学習課長   武者 義典 

文化財課長    郷右近 正晃 

参事兼教育総務課長補佐  佐藤 良彦 

５ 記 録 係  教育総務課副主幹 伊東 芳恵 

６ 開会の時刻  午後５時３０分 

７ 議事日程 

   日程第１  会議録の承認について 

   日程第２  会議録署名委員の指名について 

   日程第３  諸般の報告  

事務事業の報告 

臨時代理事務報告第７号  平成２５年度多賀城市一般会計歳入歳

出決算に対する意見について 

臨時代理事務報告第８号  平成２６年度多賀城市一般会計補正予

算（第４号）に対する意見について 

報告第３号        （仮）多賀城市教育振興基本計画の策

定について（中間報告） 

日程第４  その他 
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委員長  ただいまの出席委員は４名であります。樋渡委員から少々遅れる旨の

連絡が入っておりますので、ご報告します。定足数に達しておりますの

で、これより平成２６年第９回定例会を開会します。 

日程第１ 会議録の承認について

委員長  先ず、前回定例会の会議録について、承認を求めます。 

 会議録については、事前にお配りをいたしておりますので、本日は朗

読を省略します。前回定例会の会議録について承認を求めますが、御異

議ありませんか。 

     （異議なしの声あり） 

委員長  異議がないものと認め、前回定例会の会議録については、承認されま

した。 

日程第２ 会議録署名委員の指名について

委員長  続きまして、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、

多賀城市教育委員会会議規則第２２条第３項の規定により、委員長にお

いて菊池すみ子委員、今野委員を指名します。よろしくお願いいたしま

す。 

日程第３ 諸般の報告について

        事務事業等の報告

委員長  これより、本会議に入ります。事務事業等の報告について、教育長の

説明を求めます。 

教育長  はい。諸般の報告をいたします。平成２６年第８回教育委員会定例会

以降の事務事業の執行状況及び諸会議等の状況は、次のとおりです。 

教育総務課関係。９月９日、平成２６年第３回市議会定例会が開会し、

９月３０日までの２２日間の会期で開催されております。教育委員会関

係議案は、教育委員の任命同意に係る人事案件１件で、菊池すみ子委員

が再任されました。その他、本日報告をさせていただきますが、「平成

２５年度一般会計歳入歳出決算」及び「平成２６年度一般会計補正予算

（第４号）」の議案が提出されています。

学校教育課関係。９月６日、東豊中学校、第二中学校において、運動
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会（体育祭）が開催されました。また同日、多賀城中学校において、キ

ャリアセミナーが開催され、講師は１学年が市職員９名、２学年は民間

の方々、３学年は高校の先生と卒業生が各々担当し、授業を行いました。 

９月１０日から山王小学校が、９月１８日から天真小学校が、９月１

９日から多賀城小学校が国立花山少年自然の家において、２泊３日の宿

泊合宿を行っております。多賀城八幡小学校は２４日から、多賀城東小

学校、城南小学校は２５日から出発する予定です。 

また、９月１０日から多賀城東小学校が、９月１１日から天真小学校

が会津若松方面に修学旅行に出かけました。２５日からは山王小学校が

同じく会津若松方面に出発する予定です。 

９月２０日、２１日の２日間にわたり、第１９回多賀城市中学校新人

体育大会が市内各会場において開催され、各競技において熱戦が繰り広

げられました。 

各校のプール授業については事故も無く終了となりました。 

生涯学習課関係。８月３１日、中央公民館において、ジュニアリーダ

ーエステバン交流会を開催しました。初級研修を受講してエステバンに

加入した１２名が、先輩のジュニアリーダー８名の指導のもと、カレー

ライスづくりなどを通じて親交を深めました。 

８月２９日が応募締め切りとなっていた大伴家持のつどい短歌大会に

は県内外から、一般７６首、小中学生１，２０７首の応募がありました。

入選作品は、１０月１２日の万葉まつりの表彰式で披露されます。 

９月６日、市川地区内の畑において、第５回家庭教育事業「はじめての

親子農業体験」を開催しました。今回は夏野菜の収穫や雑草抜き作業のほ

か、秋物野菜の植え付けを行い、親子１４組３９名の参加がありました。 

９月６日と２０日、中央公園を集合場所にノルディックウオーキング

教室が開催され合わせて２９名が参加しました。 

９月７日、市民スポーツ大会卓球大会が総合体育館で開催され、１０

地区から１１チームが参加しました。 

９月１２日と２０日、大代地区公民館において、ヒップホップダンス

教室が開催され、中学生から高齢者まで合わせて１０名が参加しました。 

９月２０日、２１日の両日、府中市生涯学習センターで開催された、

むさし府中青年会議所主催の復興支援事業「プロレスまつり」には、市

内の小学生１１名が参加し、府中市と大島町の子ども達との友情を育み

ました。 

文化財課関係。８月２９日、東京都都市センターホテルにおいて、全
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国史跡整備市町村協議会担当部課長会議が開催され、文化財課長が出席

いたしました。平成２６年度全史協大会の運営等について協議が行われ

ました。 

９月１日、「多賀城跡内歴史的食文化体験学習」を行い、多賀城跡大

畑地区において、城南小学校６年生が蕎麦の種まきを実施しました。刈

り取りは１１月の予定です。 

９月１５日、埋蔵文化財調査センターで開催しておりました「速報展 

発掘された遺跡 ―平成２５年度の調査成果―」が終了いたしました。

入館者は、２，０６８名でした。 

平成２６年９月２２日提出、多賀城市教育委員会教育長菊地昭吾。 

委員長  ただいまの説明について、質疑ありませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長  質疑がないものと認め、事務事業等の報告を承認します。 

（樋渡委員途中入場） 

臨時代理事務報告第７号  平成２５年度多賀城市一般会計歳入歳出決算に

対する意見について 

委員長  次に、臨時代理事務報告第７号平成２５年度多賀城市一般会計歳入歳

出決算に対する意見について教育長の説明を求めます。 

教育長  臨時代理事務報告第７号平成２５年度多賀城市一般会計歳入歳出決算

に対する意見について、関係課長から説明させます。 

委員長  副教育長。 

副教育長  臨時代理事務報告第７号ですが、資料３ページになりますけども、 

平成２５年度多賀城市一般会計歳入歳出決算に対する意見について、で

ございます。市長から意見を求められましたが、８月２９日に臨時代理

により別紙のとおり回答したので報告するものです。別紙ですが、次の

４ページをご覧ください。４ページにありますとおり、異議ない旨回答

しております。内容について、ご説明いたします。資料は、資料１と資

料２がありますが、はじめに、資料１をご覧ください。 

資料１の１ページと２ページをご覧ください。決算議会の関係ですが、 

９月１１日から１９日まで決算特別委員会が行われまして、決算につい

ての質疑が行われております。予定としましては、あさって９月２４日

になりますが、決算の認定が本会議の方で行われる予定です。 

１ページと２ページは一般会計の決算状況が、記載されておりますが、

ひとつひとつの説明は省略させていただきまして、ここでは決算額総額  
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と、教育費決算額の総額だけ、話しをさせていただきます。 

      それでは内容についてご説明いたします。１ページの左上になります

が、一般会計の歳入と歳出の決算額が記載されております。歳入の決算

額につきましては、３７８億８，８６５万４，０００円。その下の歳出

の決算額が、３６９億４，７８８万８，０００円です。平成２４年度に

比較しますと、歳入で９．３％、歳出で７．８％のマイナスになってお

ります。 

２ページの右下に、目的別の決算額が記載されております。教育費の

決算額ですが、右側２ページの右下にあります目的別歳出という欄がご

ざいます。そのうちの１０款の教育費の欄をご覧ください。平成２５年

度が、２１億９，６２９万９，０００円でございます。前年度に比較し

ますと、８．０％の伸びになっております。その他の、各種財政指標等

につきましては、説明は省略させていただきます。 

     次に歳入のご説明をさせていただきますので、資料５ページ～６ペー

ジをお開きいただきたいと思います。こちらは各担当課の科目の内訳に

なります。ここでは、予算減額、収入済額が記載されておりますが、こ

こでは項目の全部ではなく、各課長から、平成２５年度の決算状況のう

ち、特に、特徴的なものについてご説明いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

はじめに５ページの教育総務課関係ですが、上から５行目に県補助金

で、宮城県被災幼児就園支援事業費補助金、１，１９５万１，２００円

がございます。これは、２５年度に初めてできた県の補助金になります

けれども、幼稚園就園奨励費対象園児に対する県の補助金ですが、震災

による被災（半壊以上）を受けた場合に県補助の対象となるもので９１

名の園児が対象になっております。 

次に、計の上に、明許繰越としまして、理科教育費振興費補助金で、

小学校分で、２１２万８，０００円、中学校分で１４９万５，０００円

の決算額になっております。 

これらは、国の補正予算に伴いまして、通常よりも予算を増額し、平

成２４年度から平成２５年度に繰り越ししておりますので、その関係の

国庫負担金が特徴的なものとなっております。それ以外につきましては、

例年同様の事務に係るものでございます。 

以上、教育総務課分についてご説明申し上げました。 

学校教育課長 同じく５ページですが学校教育課関係です。上から８段目に県の

補助金で学び支援コーディネーター等配置事業費補助金２３６，７００
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円がございます、これは、自主学習支援や、家庭教育研修会、教師対象

研修会、家庭学習の手引きなど、５つの事業に充てています。 

次の雑入の２つ目ですが、遅延損害等として２６０，０００円がござ

います。高額の給食費過年度分滞納保護者２名に対して督促申立てを行

い、和解が成立し、遅延損害金に充当したものでございます。その他は

大きな変化はございません。 

以上２件を説明させていただきました。 

生涯学習課長 つづきまして生涯学習課関係ですが、中央公民館をはじめ、社     

会教育施設につきましては、例年どおりの収入内容となりますので、生

涯学習課事業の中より４点ほど説明したいと思います。 

     まず、生涯学習課欄の２段目、県委託金の学びを通じた被災地の地域

コミュニティ再生支援事業費委託金３，５９０，９３１円ですが、これ

は、東日本大震災による被災地支援のための時限事業となっており、学

校支援地域本部事業、放課後子ども教室推進事業、家庭教育事業の３事

業に対し、県からの委託を受ける形で、対象経費の１０／１０を財政支

援していただいているものでございます。 

つづきまして、太陽光発電売電料でございますが、これは山王地区公 

民館、総合体育館に設置した、太陽光発電の売電料を収入として得たも

のでございますが、決算額６８，４９３円につきましては、２つの施設

を合わせたものでございます。。 

     次に下から２つ目公共スポーツ施設等活性化事業助成金ですが、決算

額４，６７０，０００円。これは一般財団法人地域活性化センターの公

共スポーツ施設等活性化事業として、「施設予約管理システムの開発」

に係る体育施設分の助成決定を受けたことによるもので、社会教育施設

等予約システム業務委託事業で要した費用のうち、体育施設分の助成金

でございます。 

最後に、イベント入場料でございますが、これはアサヒグループホー

ルディングス株式会社から３００万円の寄附を受けて行ないました、親

子のためのドリームフェスティバル開催事業のイベント入場料でござ

います。 

内容につきましては、平成２６年２月１６日（日）に文化センター大

ホールにて、「未来につなぐ Family  笑顔 Day」と称し、多賀城ゆ

かりのアーティストのミニコンサート、つるの剛士の子育てトークショ

ーなどを行っております。以上です。

文化財課長 次に文化財関係でございます。６ページになります。中ほどの受託
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事業収入ということでございますが、その１つが文化遺産活用活性化事

業受託でございまして、これは毎年度国の受託事業補助を受けながら、

事業主体である実行委員会と一体となって事業を推進するものでござ

います。今年度はスマートフォンを活用した文化財案内システムの構築

や天童家文書報告書の作成を行ったものでございます。 

次に、その下の被災ミュージアム再興事業受託でございますが、これ

は歴史博物館等が震災から再興するための補助制度を活用し、古文書等

の修理や整理、データ化等を行ったものでございます。なお、これら２

つの事業の概要につきましては、歳入歳出の方で改めてご説明させてい

ただきたいと思います。 

次に埋蔵文化財調査センターでございますが、これは通常分でござい

まして、記載のとおりでございます。 

以上で教育委員会の全体的な内容をご説明いたしましたが、予算現額

が５９０，２０６，０００円で収入済額が５８６，８４８，６７２円で

ございます。 

以上で歳入の説明を終わらせて頂きます。 

副教育長  ひき続きまして、歳出のご説明ということで、９ページ以降に歳出の

決算額がございますけれども、歳出につきましては、資料２でご説明い

たします。 

資料２をご覧いただきたいと思います。資料２は教育委員会所管の平

成２５年度主要な施策の成果に関する報告書になっております。資料２

の１ページをご覧いただきたいと思います。この報告書ですが、一昨年

から様式が変更になり、このような形になっております。平成２３年度

の決算からは、第五次総合計画の施策体系順に整理されております。教

育委員会関係としまして、こちらにありますとおり、４２事業を掲載し

ております。 

１ページの表の一番上にありますが、政策順で申しますと、「政策３ 

歴史文化を継承し豊かな心を育むまち」が、教育委員会関係になります。 

それでは具体的に、各事業の内容についてご説明いたします。４２事業

の事業名が記載されておりますが、市議会ではそのうち、網掛けをして

いる１１事業について、主要な事業として説明しております。市全体で

は、２２１事業のうち４８事業を説明しているわけでございます。 

これは、４２事業のうちでも、平成２５年度において、実施計画事業、

あるいは震災関係で特徴的なものを、１１事業を選んで説明したという

ものです。 
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本日も、市議会で説明いたしました、１１事業についての説明に限らせ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。 

それでは資料の３ページをお開き頂きたいと思います。順にご説明申し

上げます。 

生涯学習課長 それでは３ページをご覧ください。施策１「学校・家庭・地域の連

携による教育力の向上」、基本事業１「学校・地域が連携した子どもたち

の育成」から「学校支援地域本部事業」について、ご説明いたします。 

 「事業の開始背景・根拠」でございますが、近年、子どもの心の活力低下が

懸念され、家庭や地域社会の教育力の低下がその背景として指摘されてい

ますが、平成１８年度に改正された教育基本法では教育における学校、家

庭、地域相互の連携協力が示されました。 

このことから、心豊かな子どもの育成を目指し学校、家庭、地域が連携

して協働教育が推進されるよう、行政の支援と仕組みづくりが求められま

す。 

本事業の「経過、全体計画」でございますが、平成２１年度からの事業

導入で、まず、東小学校を包括する東豊中学校区で学校支援地域本部事業

の母体となる地域教育協議会を組織しております。翌平成２２年度から本

格的に支援活動を開始しましたが、事業開始から一年に満たない状況のな

か震災の影響により活動を休止しております。 

２年後の平成２５年度には地域教育協議会を再編し再開を果たしまし

た。また、同時に山王小学校を包括する第二中学校区でも新規開設をして

おります。 

参考までに本年度の状況につきましては、現在、多賀城小学校及び天真

小学校を包括する多賀城中学校区の開設に向け準備を進めております。 

また、最後の開設となる、八幡小学校及び城南小学校を包括する高崎中

学校につきましては、来年度内の開設を計画しております。 

中段左側の「対象」「意図」欄をご覧ください。本事業は、心豊かな子

どもの育成を目指し学校、家庭、地域が連携して協働教育が推進されるこ

とをねらいとしていることから、地域住民がボランティアとしてかかわり、

学校はこの事業の狙いをよく理解し地域と積極的にかかわりながら事業に

取組むことが必要です。 

そのねらいを達成するため、「手段」にございますように、学校と地域

住民の架け橋となる地域コーディネーターの研修や情報の提供、自立的な

運営を喚起、支援をしています。 
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また、この事業の制度や目的等を十分理解してもらうために、対象となる中

学校区の小学校も含めた全教職員の合同研修会も実施しております。 

具体的な活動実績は、「活動指標」、「成果指標」欄をご覧ください。 

対象指標につきましては、各年度とも多賀城市内の全児童、生徒数です。活

動指標の平成２５年度につきましては、実施中学校区数が東豊中学校区と第二

中学校区の２校です。 

Ｄ欄のボランティアの登録人数ですが、平成２３年度と２４年度の１１０名

につきましては、当初東豊中学校区の立ち上げ時におきましては登録制として

いたためで、現時点では全地域住民を対象として、その支援内容により随時お

願いするような形となっております。 

成果指標でございますが、平成２５年度の実績で両中学校区合わせまして、

ボランティアの活動人数がのべ１,５６４名。支援の回数がのべ２７２回とな

っております。 

本事業のこれまでの取り組みの評価といたしましては、下段の「事業状況」

にございますように、「順調」と考えております。その理由としては、東豊中

学校区においては震災を乗り越え２年ぶりに再スタートをきり、新たに第二中

学校も新たに立ち上げ、事業の推進に当たっては学校側も協働教育担当の教員

を指定し、地域も家庭も学校もこの取り組みに理解を深めつつあり、母体であ

る各中学校区の地域教育協議会も円滑な運営が行われています。 

また、「成果向上」につきましては、本年度から開設予定の多賀城中学校区

の準備も終盤に差し掛かり計画しておりました１０月中旬の立ち上げも目鼻

がついており、来年度予定の高崎中学校区においても予定どおり着手できる見

通しとなっております。 

このことから、来年度市内全小中学校においての組織が機能し、地域の学校

として多くの効果をもたらす可能性が期待できることから成果向上余地は大

きいと考えております。 

以上、「学校支援地域本部事業」についての成果報告でございます。 

副教育長 事業２つ目でございますけれども、資料７ページをお開きください。 

施策１「学校・家庭・地域の連携による教育力の向上基本事業」９９、

施策の総合推進から、「（仮）多賀城市教育振興基本計画策定事業」につい

て、ご説明いたします。事業の開始背景、根拠でございますが、平成１８

年に教育基本法が改正され、同法第１７条第２項の規定に基づきまして、

「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」を定めるものです。 

これまでの経過、それから全体計画ですが、平成２４年度には、教育委

員会事務局内で調整、検討、素案の作成を行いました。平成２５年度には、
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検討会議を開催し、基本計画原案を作成しております。検討会議は、５回

開催し、５回目は、平成２６年３月の開催でした。 

その後、事務局内で原案の取りまとめを行いまして、その後に、検討会

議の座長を務めていただいた大学の先生に最終的な確認をお願いしたとこ

ろでございます。それを受けて教育委員会の事務局内で、最終的な調整を

行っています。 

今後の予定としましては、教育委員会に中間報告をし、庁内での手続き

を経て、市議会の皆様にも計画内容を説明する機会を設けさせていただき

たいと考えております。 

また、市民の皆様からも、意見を聞く機会を設け、平成２６年度中に、

計画書を完成させる予定でございます。 

本事業の取り組みの評価といたしましては、７ページの下段の事業状況

にございますように、おおむね順調と考えております。 

今後の成果向上余地につきましては、計画策定後の各施策における進行

管理を適切に行うことで、より計画に実効性を持たせていくことができる

と考えております。 

以上、（仮）多賀城市教育振興基本計画策定事業についての成果報告 で

ございます。 

学校教育課長 次に１１ページをお開きください。 施策２「学校教育の充実」、 

基本事業２「教育の質の向上」から、「小学校理科支援事業」について、ご

説明致します。 

     左上の「事業の開始背景・根拠」でございますが、学年が上がるにつれ

て理科に対する興味関心が薄れていくということが言われています。効果

的な実験の授業を行うためにその準備に時間がかかる難点を解消し、理科

支援員を配置して実験等における教員の支援を行っています。 

右上の「全体計画」といたしましては、平成２３年度に多賀城小学校、

山王小学校に配置したのを皮切りに平成２５年度には市内すべての小学校

に理科支援員を配置いたしました。 

       具体的な活動実績は、「活動指標」欄のように、平成２５年度より市内６

校すべてに支援員を配置したことにより年間の補助時間数は都合２１６０

時間となっております。 

       この事業の成果指標は、指標Ｆ、Ｇにお示ししているように、理科を好

きと答える児童がやや向上、教員の充実意識の高まりも大きく向上してい

ます。 

          本事業の取り組みの評価といたしましては、下段の「事業状況」にござ
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いますように、順調です。 

その事由として、理科の実験回数が増え、理科への興味・関心を高める

機会を提供できています。 

      今後の「成果向上余地」につきましては、「成果向上」欄に記載したとお

り、向上余地は中と考えております。今後実験の質を高めることにより成

果が一層向上することを見込んでおります。 

       以上、「小学校理科支援事業」についての成果報告でございます。 

続きまして、１６ページをお開きください。施策２「学校教育の充実」、

基本事業３「健康づくりと食育の充実」から、「設備、器具等維持管理事

業」についてご説明致します。 

       左上の「事業の開始背景・根拠」でございますが、平成１４年度開設さ

れた学校給食センター設備・器具等の維持管理になります。設備・器具等

の耐用年数は１０～１５年ですが、学校給食センターが開設され１１年が

経過し経年劣化により不具合や故障が頻発するという現状がありました。 

右上の「全体計画」といたしましては、平成２５年度に策定しました「設

備等更新年計画」に基づき、設備・器具等の維持管理を適切に行い、設備

等の機能を維持することです。 

       そのねらいを達成するために、中段右の手段にございますように、調理

業務受託者の日常点検と専門業者に保守点検を委託し、定期点検により、

設備・器具等の不具合・故障の早期発見に努め、速やかに修繕を実施して

おります。 

    具体的な活動実績は、「活動指標」Ｃ欄のように、設備・器具等の修繕

件数は平成２５年度４９件ですが、更新件数は１、厨房設備の冷凍庫・冷

蔵庫５台を更新しました。 

       この事業の取り組みの評価といたしましては、下段の事業状況にござい

ますように順調です。 

今後の成果向上余地につきましては、不具合・故障に対して速やかに修

繕を実施しているため、向上の余地は小になります。 

         以上、「設備、器具等維持管理事業」についての成果報告でございます。 

続きまして、２０ページをお開きください。施策２「学校教育の充実」、

基本事業４「教育相談体制の充実」から、「スクールソーシャルワーカー

活用事業」についてご説明いたします。 

       左上の「事業の開始背景・根拠」でございますが、児童生徒の問題行動

の未然防止には、学校と家庭、関係機関が連携して対応することが求めら

れており、県の事業を活用して、社会福祉の専門家である社会福祉士や精
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神保健士の資格を持つスクールソーシャルワーカーを平成２１年度から配

置し、その推進を図ろうとしたものです。 

右上の「全体計画」といたしましては、スクールソーシャルワーカー１

名を教育委員会に配置し、必要な時に直接学校へ派遣しながら、教育相談

業務を日常的に根付かせようというものです。 

      中段左側の「対象」「意図」の欄をご覧ください。児童・生徒は言うに及

ばず、保護者や教職員も対象として、相談を受けたり関係機関の連携した取

り組みを作ったりして、悩みや不安の軽減や解消、問題行動の解決を図ろう

としてきました。 

      そのねらいを達成するために、中段右の手段にございますように、個別の

相談、児童生徒の環境への働きかけ、関係機関のネットワークの構築、保護

者や教職員への支援、情報提供などを実施しました。 

      具体的な活動実績は、「活動指標」欄のように、前年度を大きく上回る年

間のべ１，４７２人、７８６時間の相談を受けております。 

      この事業の成果指標は、指標Ｆにお示ししているように、６４８件の相談

件数のうち、１５０件が解決、好転しております。 

      本事業の取り組みの評価といたしましては、下段の「事業状況」にござい

ますように、「概ね順調である」と考えております。 

その事由として、スクールソーシャルワーカーの存在が広く認知された

だけでなく、その評価も高くなっており、学校自体が相談したり、第三者

的な機関としての機能にも期待が高まったりしていることがあげられま

す。 

      今後の「成果向上余地」につきましては、「成果向上」欄に記載したとお

り、「向上余地は小」ととらえております。これは、就学予定児童なども対

象に加えながら、幼児期の状況把握を進め、小一プロブレムへの対処への道

が開ける可能性がありますが、ソーシャルワーカー１名で対処する限界があ

り、複数配置についても質の高い人材確保が困難であるという現実がありま

す。 

以上「スクールソーシャルワーカー活用事業」についての成果報告でござ

います。 

副教育長 次に、資料２３ページをお願いいたします。「多賀城小学校プール改修事

業」でございます。施策２「学校教育の充実」、基本事業０５「教育環境の

整備」から、ご説明いたします。「事業の開始背景、根拠」でございますが、

多賀城小学校のプールは、昭和４５年に建設し、老朽化が進んでいた状況で

した。そのため、プールを改修し、児童が安心安全で、快適に使用できる環



- 13 - 

境を整えるというものでした。 

「これまでの経過」、それから「全体計画」ですが、平成２５年度に改修工

事を実施し、完了しております。学校のプールの利用が６月からになります

が、それまでに、プールの缶体シート等を修繕し、プールの利用が終わった

後に、こちらの手段の欄の２５年度の取り組みのところに改修工事の概要が

記載されておりますが、プールの出入り口、プール付属棟、プール機械室、

プールサイド、その他電気や給排水設備等の改修を行っております。 

本事業の取り組みの評価といたしましては、下段の事業状況にございます

ように、順調です。 

今後の成果向上余地につきましては、事業が完了しておりますので、向上

余地は小になります。 

以上、多賀城小学校プール改修事業について、成果報告でございます。 

生涯学習課長 次に、３０ページをご覧ください。施策３「生涯学習の推進」、基本

事業４「生涯学習施設の運営」から「文化センター館改修事業」について、ご

説明いたします。 

         「事業の開始背景・根拠」でございますが、昭和６２年に開館した文化セン

ターでございますが、施設の老朽化に加え機械設備や舞台設備等の多くが更新

時期に達していることから計画的に整備するものでございます。 

        「全体計画」といたしましては、東北随一の文化交流拠点整備を踏まえ、その

重要拠点として今後最適な時期と規模の改修を行うための準備に取組みます。 

         計画を達成するための手段でございますが、平成２５年度の取り組みとして

は中段右側に記載のとおり電話交換機修繕や屋根瓦落雪防止工事等記載のとお

りでございますが、本年度予算におきまして文化センター改修基本計画策定業

務を外部委託しており、現在の作業進捗としては調査がすべて終了しており、

改修箇所の優先順位や予算規模等全体的な計画を構築する段階にはいっており

ますが、確定次第実施設計に入る流れになっております。 

         本事業の取り組みの評価といたしましては、下段の「事業状況」にございま

すように、本年度計画していた修繕及び工事につきましては計画どおり完了し

「順調」であると考えております。 

今後の「成果向上余地」につきましては、「向上余地」欄に記載したと おり、

計画どおりの進捗で向上の余地はないことから小さいと考えております。 

以上、「文化センター改修事業」の成果報告でございます。 

         つづきまして、３１ページをご覧ください。同じく基本事業４「生涯学習

施設の運営」から「生社会教育施設等予約システム業務委託事業」について

ご説明いたします。 
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         「事業の開始背景・根拠」でございますが、インターネットの普及に伴

い、公共施設の利用状況確認等をインターネット上で行うことが一般的に

なりつつあることから、新たな施設予約システムを導入し、利用者がいつ

でも施設の空き状況を確認できる環境を整備することで利用者の増加や、

市民活動の活性化を図るものでございます。 

        「全体計画」といたしましては、平成２５年度に市民会館をはじめとする

９施設を包括したシステムを構築しており、平成２６年度より運用を開始

しております。 

         計画を達成するための手段でございますが、平成２５年度の取り組みと

しては中段右側に記載のとおり民間企業が開発・販売し、かつ他自治体で

も導入実績のある予約管理システムを導入し、運用開始のための構築・初

期設定作業、施設利用者への周知・広報等を行いました。なお、システム

導入に係る財源につきましては、財団法人地域活性化センターのプログラ

ムである公共スポーツ施設等活性化助成事業助成金を活用しております。 

         本事業の取り組みの評価といたしましては、下段の「事業状況」にござ

いますように、平成２５年度は予約システム導入初年度であり、構築作業

等を行ったことから、予約システムの導入による施設利用者数への影響に

つきましては計ることができませんが、システム導入によって、施設の空

き状況照会等が容易になり、従来より施設の利用促進が期待されることか

ら、概ね順調としております。 

今後の「成果向上余地」につきましても、「向上余地」欄に記載したと

おり、現時点では今後の動向を見ながら検討していく必要もあることから、

ここでは「中」としております。 

以上、「社会教育施設等予約システム業務委託事業」の成果報告でござ

います。 

次に、３２ページをお願いします。 

同じく基本事業４「生涯学習施設の運営」から「図書館移転業」につい

てご説明いたします。 

「事業の背景や根拠等」につきましては、これまでも委員会のなかで御

説明し、御相談をさせていただきながら進めてまいりましたが、その概要

については、事務事業の経過・全体計画の欄にも記載しておりますとおり、

移転する図書館は、平成２７年９月開館を目標に業務を進めていることか

ら、図書館の移転・新設に当たって必要となる関係議案については本委員

会内でも御審議を賜り、市議会に上程し議決をいただいたところでござい

ます。 
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 「活動指標」、「成果指標」でございますが、平成２５年度は、当該事

業を円滑に推進するための調査研究、計画策定作業を延べ５７回にわたり

行なってまいりました。 

 成果としましてはＦ欄にあるとおり平成２５年度においては概ね２５パ

ーセントの進捗率となっております。 

「事業状況」につきましては、各会議に諮りながら移転新設する図書館

の基本事項について協議を重ね概ね順調であると考えます。 

「成果向上」につきましては、移転により現図書館での諸問題が解決さ

れるほか、文化交流拠点の中核施設として多くの市民に利用されることが

期待できることから、向上余地は大としております。 

以上、「図書館移転業」の成果報告でございます。 

文化財課長 次に３７ページをお願いします。施策の５、「文化財の保護と活用」、

基本事業１「文化財の調査・保存の推進」から「埋蔵文化財緊急調査事業

（復興交付金）」についてご説明を申し上げます。 

左上の「事務事業の開始背景、根拠」でございますが、本事業は東日本

大震災により大きな被害を受けた住宅等の再建を初め、復旧・復興のため

の公共事業等に伴う発掘調査を行うため、復興交付金事業を活用し、平成

２３年度から着手したものでございます。 

全体計画といたしましては、平成２７年度までの５カ年で１１４件の発

掘調査を見込んでおります。 

中段左の対象、意図でございますが、本事業は埋蔵文化財包蔵地を対象

に、埋蔵文化財を適切に記録保存していくことを狙いとして進めておりま

す。 

その狙いを達成するため、手段にございますように平成２５年度は住宅

再建等に伴う発掘調査を１６件実施しながら、適切な記録保存を行いまし

た。 

具体的な活動実績は、活動指標の欄のように発掘調査を 16 件実施し、

その調査面積は１，７９６平方メートルとなってございます。 

この事業の成果につきましては、成果指標の欄のとおり、記録保存さ 

れずに開発等が行われることがないようにしていくというものでござい

まして、平成２５年度はゼロ件となってございます。 

本事業の取り組みの評価といたしましては、「事業状況」にございます

ように復旧・復興に係る全ての発掘調査事業に対応できており、記録保存

に関して十分な成果を得ていることから、順調と考えております。 
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今後の成果向上余地につきましては、成果向上の欄の記載のとおり、住

宅建設会社等の協力を得ながら埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、現行

成果の維持に努めたいと考えております。 

以上、「埋蔵文化財緊急調査事業（復興交付金）」についての成果報告

でございます。 

続きまして、４０ページをお願いします。基本事業３「文化財の普及啓

発の推進」から「被災文化財（古文書等）保全等事業」について御説明い

たします。 

「事務事業の開始背景、根拠」でございますが、本事業は県との連携の

もと、古文書等の被災資料を保全するため東日本大震災により被害を受け

た歴史博物館などの再興のため創設された補助制度を活用し、平成２４年

度から着手したものでございます。 

全体計画といたしましては、平成２８年度までの５カ年で被災資料の修

復や収蔵環境の整備などを予定しております。 

「対象」、「意図」でございますが、本事業は古文書等の被災文化財を

対象に、その修理やデータ化を行いながら文化財を保存継承していくこと

を狙いとして進めております。 

その狙いを達成するため、手段にございますように平成２５年度は古文

書等の修理や整理、データベース化館内環境の調査を行っております。 

具体的な活動実績は活動指標の欄のとおり資料 31 点を修理し、1,068

点のデータ化を行っております。 

この事業の成果指標でございますが、資料の修理等がそのまま被災資料

の保全や公開につながるとの認識から記載のとおり活動指標を成果の代

替指標としており、３１件となっております。 

本事業の取り組みの評価といたしましては、事業状況にございますよう

に被災資料の修復がほぼ予定どおりに進んでいることから、順調と考えて

おります。 

今後の成果向上余地につきましては、成果向上の欄の記載のとおり展示

公開の機会をふやし、文化財の普及啓発を進めることで一定の向上を見込

むことが可能であると考えております。 

以上、被災文化財（古文書等）保全等事業についての成果報告並びに、

平成２５年度決算関係の説明を終わります。

委員長  ただいま担当課長から、平成２５年度の教育委員会の主な施策につい

て、成果と今後の見通し等について詳しく説明がありましたが、何か質

疑ありませんか。 
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菊池委員 「スクールソーシャルワーカー活用事業」で、２３年度から相談者数

が年々増えておりますが、１番どういう内容が相談件数にあがっている

かということと、このように多くなっている要因というものが、学校教

育課長さんから見たら、どういうことが考えられるのか、教えてくださ

い。 

学校教育課長 「スクールソーシャルワーカー活用事業」に関しては、まず１つ

目は大変質の高いスクールソーシャルワーカーで需要が高いと言うこと

ができます。県内でも有数の、お２人しかいないスーパーバイザーのう

ちの１人です。スーパーバイザーというのは、スクールカウンセラーを

育成する立場にある、非常にキャリアが豊富であるということです。活

動も、各学校で実際におこなった、連携を中心とした関係の構築でござ

いますけれども、それも大変うまい。それから実際の個別的な相談に対

しても大変うまい。スクールカウンセラーもいますけれども、スクール

カウンセラーと連携をしながらスクールカウンセラーに対する適切なア

ドバイス等もおこなっているということで、各学校での需要が大変多い

ことが挙げられます。それが少しずつ年々需要が高まってきている。 

もう１点は、各学校に非常に大きな問題を抱えている。例えば虐待の 

関係ですとか、不登校の問題ですとか、親が子どもを抱え込んでなかな

か学校に出さないですとか、学校教育だけではどうしようもない、難し

い、関係機関と連携をしなければ解決に向かわないような事例がありま

す。これにつきましては、１回連携をおこなったり、ソーシャルワーカ

ーが仲立ちをして相談業務をおこなったとしてもなかなか解決できる問

題ではありません。従って、実数としてはそんなに多いわけではござい

ません。重篤なケースに何度も何度も。ケース会議等を含めると１件に

関して３０回も４０回も、という形で、かなり大掛かりに対処して行か

ないと、解決に向かわないケースが増えているということが言えます。

震災の影響もあるのでしょうけれども、特定の事例の延べ件数の多さ、

延べ実数の多さ、という形でこの表に表れているというふうに言えます。 

委員長  よろしいでしょうか。 

菊池委員 ある程度、未然に、問題になる前に防いでいるということも今のお話

で感じました。 

学校教育課長 １番モットーにしているのが、早期発見、早期対処でございます

ので、学校でも校長先生の方針の下、それに沿った形で早期に対応する

ための手立てについても色々御指導、御助言をいただいている形です。 

菊池委員 ありがとうございます。 
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樋渡委員 それに関してですが、これを拝見しますと、平成２３年度から２５年

度にかけて、相談者数は延べにすると６８人から１，４７２人で、件数

に関しては、相談件数自体は４倍に増えていて、時間としては同じ人が

何回も相談されていると考えて良いわけですよね。相談時間数は３倍位

に増えていますが、改善件数としては１３９件から１５０件と、件数そ

のものはあまり変わっていなくて、お１人の方が相談することがかなり

増えていると考えてよろしいでしょうか。 

学校教育課長 そのとおりでございます。活動指標Ｄに相談者数１，４７２人と

ございますが、これは実人数で言うと１３９人でございます。と言うこ

とは、同じ人物が平均１０回相談しているという計算になります。です

から、このあたりの数字のちょっとしたマジックもあります。 

樋渡委員 平成２３年度の延べ人数は６８人ですが、この時の実際の人数は何人

だったのでしょうか。 

学校教育課長 これは２５年度の実績から実人数をとっているものですから２３

年度については、持ち合わせておりません。申し訳ございません。 

樋渡委員 お１人の方がこれだけ丁寧に見て下さっているから相談件数も増えて

いるかと思われますが、対応しきれないというか、そういうことは無い

のでしょうか。 

学校教育課長 これについては、スクールソーシャルワーカーとも個別にお話を

する機会が度々あります。それで、昨年度の相談時間数は７８６時間で

ありますが、８００時間あたりが限度であろうと、本人の口からもお聞

きしております。できるだけスクールソーシャルワーカーのお知り合い

の助手の方ですとか、新規大学卒業生ですとか、実習として同行して、

少しずつ研修の機会等も与えたいなと考えておるのですけれども、実際

に昨年度の例を見ましても、同行はするものの、実際に相談業務をする

か、連携に結びついた関係づくりをおこなうかというと、報酬の面等で

現実に難しい面がございます。ただ７月１日現在ですと、昨年度と相談

実数がほぼ同様ということで、今年度はなんとか賄えそうだという感触

を得ています。 

委員長  今、ぎりぎりの相談件数であり、別な言い方をすると、事業そのもの

は非常に活発に活かされていると言うことができますね。問題は相談事

例になる以前の問題で、それが少なくなることが望ましい形なんでしょ

うけれど、今の時代大変難しいことであるし、こういうことはどんどん

色々な形で増えてくるのできちんと対策を考えておくことも大切だと思

います。今のは２５年度の実績の話ですけれど、今年度は最終的に２５
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年度と比べてどうなったのかが、次年度への課題になってくるので、き

ちんとした対応をしていただければと思います。保護者や地域の方から

は、このような取組みが１番注目されていますので、よろしくお願いし

ます。 

     他に何か質疑ございませんか。 

樋渡委員 ３ページの学校支援地域本部事業のところで、中段の表のところに活

動指標として学校支援ボランティアの登録人数が、今年度からは地域全

体が対象であるということですが、延人数のところで、実人数と実際の

事業の回数、成果指標のＦとＧのところを教えていただければと思いま

す。 

生涯学習課長 ２５年度に限定した取組みについてお話します。東小学校区の実

績が、合計３４時間４５分で、ボランティアの派遣が延べ２２９名です。

回数は４０回でした。主な内容については、本の読み聞かせとか、ミシ

ン指導とか、昔遊び、豆腐作り等でございます。 

     東豊中学校区につきましては、合計２時間３０分で、ボランティアの

派遣が６名です。回数は３回でした。６名で３回と少ないですが、これ

は学校からのたってのお願いで、和楽器の指導をしていただきたいとい

うことで、筝の指導と手話の指導を行いました。 

     山王小学校区につきましては、合計１８時間、ボランティアの派遣が

延べ９０名で、回数が２１回。内容につきましては、手芸クラブの指導、

ミシンの指導、曲がりねぎ畑の見学とか、持久走記録会のタイム計りと

か、外国から来て日本に住んでいる方からの国際理解教育とか、本の読

み聞かせ等の内容です。 

第二中学校区の実績では、合計１８時間２０分で、ボランティアの派

遣が延べ３０名で、回数が２０回。内容は、歴史と農業のお話を地域の

方に聞いたり、和楽器、これも筝の指導をお願いされております。大体

以上の内容となります。 

委員長  よろしいでしょうか。 

樋渡委員 ありがとうございました。 

委員長  他に何か質疑ございませんか。 

今野委員 歳入のところで、資料１の５ページの太陽光発電の売電料のところな

んですが、設置にかかった費用はどれ位だったのですか。教育総務課の

小学校、中学校の分と生涯学習課の分がありますが、どれ位だったので

すか。何年でペイするのですか。 

副教育長 太陽光発電の教育総務課の方は、小学校と中学校に設置されている部
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分で、費用は１つの学校当たり２，０００万円を少し超える位かかって

おります。当時は補助をもらっておりますので、負担はそれより少ない

のですけれども、ペイをするかどうかは、それはちょっと難しいです。

太陽光発電につきましては、太陽光で発電をして、これまでの学校等の

状況を見ますと、小中学校の使用量全体を１００としますと、そのうち

大体５パーセントから６パーセント位を太陽光発電で発電した分で賄っ

ているという状況です。更に発電で賄った以外の若干余計に発電した分

については、売電としう形で売っています。それが大体小中学校全体の

電気料から見て２パーセントから３パーセント位という状況です。です

から１年間で７パーセントから８パーセント位、これまでかかっている

電気料よりも少なくなっている状況です。建設費そのものをペイすると

ころまでは行っていないということです。 

太陽光発電を設置した趣旨としましては、環境に対する子ども達への

意識付けも１つあります。更にＣＯ２の削減に市として貢献していると

いう部分もございますし、様々な理由で太陽光発電を設置している状況

です。 

委員長  よろしいですか。 

今野委員 はい。 

委員長  他に質疑ございませんか。 

樋渡委員 資料２の７ページのところで、教育振興基本計画策定事業の中で、成

果指標で、講演会に来場た人数が３４名ということで、講演会を開いた

けれども、受講者は３４名にとどまっているということでしょうか。 

副教育長 講演会の入場者が３４名だったということです。講演会という名称に

なっておりますけれども、講演と、内容的には学校支援地域本部の事例

報告という形で開催しております。中央公民館の第４会議室で開催した

のですけれども、いっぱい入ると５０名から６０名位入る場所なのです

けれども、ここで開催をして、３４名の方に来ていただいたということ

です。 

樋渡委員 ありがとうございます。 

委員長  他に質疑ございませんか。 

樋渡委員 資料１の６ページの埋蔵文化財調査センターの雑入のところで、契約

不履行に伴う違約金ということで収入に入っているのですが、具体的に

はどのような内容なのでしょうか。 

文化財課長 違約金の関係ですが、西沢遺跡の受託事業があったのですけれど、

その時に、受託事業ですから費用的なものを振り込んでいただかなけれ
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ばならないのですが、それが遅れてしまった。延滞金として、この金額

が入ってきたということです。 

委員長  よろしいでしょうか。 

樋渡委員 ありがとうございます。 

委員長  他に質疑ございませんか。 

樋渡委員 先ほどの学校支援地域本部事業は、ボランティアでされているのです

が、事業費とトータルコストについて教えて下さい。合計の事業費とし

て、３６６，０００円が計上されていますが、具体的な内容はどうなっ

ているのでしょうか。ボランティアの謝礼なのでしょうか。 

生涯学習課長 ボランティアに謝礼は一切ございません。基本的には、各学校長

から推薦のあった地域コーディネーター。それは元ＰＴＡの役員をして

いたとか、学校に関係のある地域の方とか、非常に地域に精通している

方でないとボランティアをまず見つけられないので、そういう方を推薦

していただいておりますけれども、その方に年間２０，０００円の報酬

を差し上げています。 

     あともう１つは、地域コーディネーターのまとめ役として。地域コー

ディネーターが５名から６名いるんですけれども、その中の１名が委員

長となり、その方に携帯電話をお貸ししています。こちらで全部費用を

負担して、その方がボランティアに連絡したりとか、地域コーディネー

ターに連絡したりとか、そういうことに使うことになってします。大体

そんなところの費用です。 

委員長  よろしいでしょうか。 

樋渡委員 ありがとうございます。 

委員長  他に質疑ございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長  質疑がないものと認め、臨時代理事務報告第７号について、承認しま

す。 

臨時代理事務報告第８号  平成２６年度多賀城市一般会計補正予算（第４

号）に対する意見について 

委員長  次に、臨時代理事務報告第８号平成２６年度多賀城市一般会計補正予

算（第４号）に対する意見について教育長の説明を求めます。 
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教育長  臨時代理事務報告第８号平成２６年度多賀城市一般会計補正予算（第

４号）に対する意見について、関係課長から説明させます。 

委員長  副教育長。 

副教育長 臨時代理事務報告第８号平成２６年度多賀城市一般会計補正予算（第

４号）に対する意見についてでございます。資料の５ページになります

が、このことについて、市長から意見を求められ、８月２９日に別紙の

とおり回答したので報告する、というものです。別紙は、次の６ページ

にありますが、異議ない旨回答しております。 

次の、７ページ以降につきまして、順に内容をご説明いたします。 

      始めに９ページをお願いします。８ページと９ページに歳入、歳出と

ございますが、歳出の方を見ていただきまして、一番下に、一般会計予

算の合計額が出ておりますが、今回の補正額につきましては歳入歳出と

も８億６，４０７万８，０００円を補正し、総額で３５０億３，６８３

万４，０００円とするものでございます。同じページの網掛けのところ

に、１０款教育費がありますけれども、教育費の補正予算額については、

３億８，０６１万５，０００円を減額するもので、補正後の予算額は、

３３億２５万円となるものでございます。 

１項の教育総務費から、４項の社会教育費まで補正しておりますが、

内容の詳細につきましては、各課長から順に御説明いたします。 

それでは、歳出から内容を御説明いたしますので、１９ページをお願

いいたします。１９ページの１番下のところになりますけれども、１０

款教育費のところを御欄ください。 

学校教育課長 それでは、学校教育課、９月補正についてです。１０款１項２目

教育総務費の事務局費で、６３万円の増額でございます。 

     これは、学び支援コーディネーターの配置事業費補助金、県の補助金

でございますけれども、これは当初市のホームページのダウンロード版

として経費を削減して作成していたところでございますが、大幅改訂版

として、来年４月当初に出す予定にしています。これはダウンロード版

ではなく、リーフレット版、パンフレット版として出しますが、学校現

場から是非パンフレット版、リーフレット版を出して欲しいと要望が強

く、印刷物版として作成することにしました。これを県の該当事業費、

支出項目として印刷費を申請したところ、認可されたといういきさつが

ございます。それで６３万円を増額するものです。 

     これについては、平成２４年３月版として今現在も所持しております

が、それと、２７年４月版として出すものには、大きな違いがあります。
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確かな学力向上のために、家庭学習の重要性という点については違いは

ございませんが、安定した家庭環境ですとか、望ましい家庭習慣の確立

こそが、学力向上に繋がるというコンセプトを持って、多賀城市の小学

校６年生の全国の学力学習状況調査結果からも、その辺たりとの相関関

係を見い出し、その結果を保護者に示しながら、保護者用リーフレット

で訴え、それを基に学習の手引きを再構成したというものでございます。 

     数量については、学習の手引きは、児童生徒用５，４００部、教職員

用３３０部、保護者用として５，４００部、転入生それから予備分とし

て１，４７０部という見込みで作成する予定です。 

     配布時期としましては、平成２７年度、年度当初に配布いたします。 

     改訂の時期については、分析、検討を加えながら、まだ未定ではござ

いますが、３年をサイクルに見ていこうということでございます。 

     ４月当初に渡すためには、９月補正で計上することが１番望ましいと

いうことから、当初予算ではなく、９月補正を組んだものでございます。

以上です。 

副教育長 次のページをお願いします。１０款２項１目小学校費の学校管理費で、

３億９，９６６万９千円の減額補正でございます。説明欄の、教育総務

課関係ですが、１の城南小学校増築事業で、４億９６６万９千円の減額

補正でございます。 

はじめに、今回、減額補正をするに至った経過、今後の事業の予定な

どについて、ご説明いたします。城南小学校の増築事業につきましては、

設計業務委託を平成２５年度に開始しましたが、事業については繰越を

し、本年７月末に委託業務が完了しております。それに基づきまして、

これから増築事業を進めていくわけですが、平成２６年度中の完成が期

間的に難しくなってきたことがございます。そのため、後ほどご説明い

たしますが、債務負担行為を設定し、平成２７年７月の完成をめざし、

平成２７年８月の夏休み中に教室等の移動、いわゆる引っ越しを行う予

定で進めていきたいというものでございます。 

債務負担行為を設定するに至った経過ですが、事業を進めていくに当

たりましては、増築事業に係る国庫負担金の関係が、財源として大きな

割合を占めております。その関係から、県のほうとも、今後の事業の見

通し、国庫負担金の確保などについて、いろいろと協議をしながら、ど

のような取扱いにしていくかを検討してまいりました。 

そして、県のほうからは、平成２７年度に完成がずれ込むということ

であれば、国庫負担金については、いわゆる国債事業、複数年にわたる
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事業期間ということになりますが、として申請し、市の予算についても、

債務負担行為を設定して置くべきものであるとの指導をうけ、今回の予

算措置に至ったところでございます。 

金額の内容ですけれども、４億９６６万９千円の減額ですが、ただい

ま、申し上げたとおり、平成２６年度と平成２７年度の２ヵ年度で事業

を行っていきたいというものですが、２年間の事業費の割り振りとして、

事業の進捗を考慮しまして、平成２６年度が全体事業費の３０％、平成

２７年度が残りになりますが、７０％と想定しております。 

城南小学校増築事業につきましては、このページの説明欄の右側に、

既定事業費という欄がございます。５億７，８７４万円と記載されてお

ります。これが、平成２６年度当初予算になります。このうち、約７０％

に当たる、４億９６６万９千円の減額をしたいというものでございます。

この減額の主な内訳でごさいますが、工事請負費で、３億９，９３４万

５千円の減額ですが、このうち、３億９，１３４万５千円については、

校舎増築分、校舎・多目的ホール・渡り廊下分でございますので、今回、

債務負担行為を設定させていただいている部分でございます。残りの、

８００万円につきましては、学校菜園移設工事や外構工事になりますの

で、今回、補正で減額をし、平成２７年度に再度予算に計上させていた

だきたいと考えております。備品購入費の、９４０万円の減額につきま

しては、完成までに購入することになりますので、今回、補正で減額を

し、平成２７年度に再度予算に計上させていただきたいと考えておりま

す。 

なお、校舎増築事業の事業内容につきましては、当初予算の際にご説 

明した内容で、変更はございません。 

次に、債務負担行為の説明をいたしますので、同じ資料の１０ページ

をお願いいたします。１０ページの、第２表 債務負担行為補正の追加、

でございます。一番下の欄になりますが、城南小学校増築工事で、期間

は平成２７年度、限度額は、３億９，１３４万５千円でございます。内

容につきましては、ただいま申し上げた、校舎増築分の工事請負費の関

係でございます。 

恐れ入ります、もう一度、同じ資料の２０ページにお戻りください。 

こちらの増築事業の下に、２としまして城南小学校の校舎大規模改造事業 

で、１，０００万円の増額補正でございます。これは、城南小学校の、１

期校舎と２期校舎の耐力度調査を行うものでございます。 
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その内容ですが、平成２５年度に国の事業として新設された、「学校

施設の長寿命化改良事業」という、新しい補助事業がございます。これ

までの、「既存の学校施設の大規模改造事業」が、経年による学校建物

の損耗、機能低下に対する復旧措置という考え方に対して、「学校施設

の長寿命化改良事業」にあっては、建物の耐久性を高めるとともに、現

代の社会的要請に応じた施設への改修という視点が含まれているもので

す。 

また、既存の補助制度に比べて財政的に有利な面もございまして、補

助率は３分の１というのは、既存の大規模改造事業と同じですけれど、

起債を借りた場合に、元利償還金に地方財政措置があるということであ

ります。それから２つ目として、既存の大規模改造事業の場合は、１年

度の補助対象経費の上限額が２億円でありますが、長寿命化改良事業の

場合は、上限がないということがあります。それから３点目に、補助単

価（改築単価）ですけれども、大規模改造事業に比較すると、若干です

が、上乗せになっているという状況になります。 

以上のような点から、新しい「学校施設の長寿命化改良事業」補助制

度を活用しようとするものですが、そのためには、補助の要件としまし

て、耐力度調査の結果基準点以下となった場合に対象になるということ

になりますので、今回、そのための委託料を計上するものです。 

なお、調査につきましては、１期校舎、２期校舎について行う予定で

ございます。 

また、長寿命化事業として採択された場合には、この耐力度調査の委

託料につきましても、補助の対象となるものでございます。 

以上で、城南小学校関係の説明を終わります。 

文化財課長 次に４項社会教育費、４目文化財保護費で９５万４千円の増額補正

でございます。 

         説明欄１の被災文化財保全等事業でございます。先ほど、平成２５年

度決算でもご説明いたしましたが、平成２３年度から、国の事業採択を

受けながら、事業主体である実行委員会と一体となって、被災文化財等

の調査や保全などを行っている事業でありまして、本年度も全体事業費

７３０万円が認められました。その全体事業費７３０万円のうち、石造

物調査や天童家文書Ⅲ、歴史遺産調査報告書等及び講演会ポスター作成

に係る需用費など、７２２万円分は当該実行委員会が直接、業務を実施

するものでございまして、本市分といたしましては、石造物調査に係る

報償費や消耗品費等、８万円分を計上するものでございます。 
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説明欄２の「おくのほそ道の風景地」名勝指定記念事業でございます

が、今年６月２０日に本市に所在する「壷碑」「興井」「末の松山」の歌

枕が、国の名勝に追加指定されることが決定したことに伴い、名勝指定

の意義、おくのほそ道における本市の歌枕の重要性を改めて認識してい

ただくための記念事業に要する経費を計上するものでございます。 

現在、文化センター小ホールで講演会を開催する予定で検討しており、

講師の謝金、旅費、ポスターやパンフレットの印刷製本費、会場等使用

料を計上するものです。 

次に、９目「埋蔵文化財調査センター費」で、１，７４７万円の増額

補正でございます。説明欄１の埋蔵文化財緊急調査事業（補助）は、埋

蔵文化財包蔵地内での個人住宅建築等に伴う発掘調査等の増加が見込ま

れることから増額を行うものでございます。 

その主なものは、発掘作業員等に係る１節報酬、バックホウ等の機械

借り上げなどにかかる 14 節使用料及び賃借料でございます。 

説明欄２の埋蔵文化財調査センター改修事業は、当該センターを開館し

てから２８年が経過し、空調設備等の老朽化や整理室等の内装劣化などが

著しいため、これらを改修するための設計業務委託料を計上するものでご

ざいます。 

なお、実際の改修工事の時期等につきましては、文化センターの改修事

業との整合性を図りながら進めていく予定でございます。 

以上で、歳出の説明を終わらせていただきます。 

副教育長 次に、歳入の説明に入らせていただきますので、資料１４、１５ペー

ジのところを御欄いただきたいと思います。 

     １４ページの方の、１４款１項３目教育費国庫負担金で、１億１７８

万２，０００円の減額補正でございます。これは、先ほど歳出の方で申

し上げました、城南小学校増築事業に伴う国庫負担金で補助割合は補助

対象事業費の２分の１でございます。内容につきましては、歳出で御説

明したとおり、平成２６年度から平成２７年度にかけての２年間の事業

とするため、平成２６年度分として、事業費を全体の１０分の３を見込

んでいることから、当初予算との差額を減額するものでございます。 

また、残りの１０分の７にかかる部分につきましては、平成２７年度

であらためて予算措置をするものでございます。 

文化財課長 １５ページをお願いします。次に、３目教育費国庫補助金で８７３

万５千円の増額補正でございます。説明欄１の国宝重要文化財等保存整

備費補助金ですが、これは歳出でご説明申し上げました個人住宅建築等
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に係る埋蔵文化財緊急調査事業（補助）及び埋蔵文化財調査センター改

修事業に伴います国庫補助金で、補助率は２分の１でございます。 

     次のページをお願いします。 

学校教育課長 １６ページ１５款２項６目、教育費県補助金でございます。教育

費補助金として、学校教育課、学び支援コーディネーター等配置事業費

補助金でございます。６３万円ということで、先ほど申し上げたものと

同じでございます。 

副教育長 次に１７ページをご覧下さい。１８款１項４目教育施設及び文化施設

管理基金繰入金で、３，９７８万７千円の減額でございます。こちらは

説明欄にありますけれども、城南小学校の増築事業。先ほど御説明しま

したとおり、２６年度、２７年度ということで、歳出の事業費を減額し

ておりますので、これに伴いまして、基金の繰入金の方も減額するもの

でございます。 

     次のページをお願いします。 

文化財課長 次に、２０款４項３目教育費受託事業収入で８万円の増額補正でござ

います。説明欄１の「文化遺産活用活性化事業受託」ですが、歳出でご説

明申し上げました、被災文化財保全等事業に係る受託事業収入で、全額実

行委員会の費用負担で行われるものでございます。 

副教育長 次に２１款１項４教育債で、右側の説明欄で、小学校債の減額で、２億

６，８１０万円の減額でございます。これは、先ほど歳出の方で御説明し

ましたとおり、城南小学校の増築事業の減額に伴いまして、小学校債につ

いても、減額をするものでございます。 

     以上で補正予算の説明を終わります。

委員長  ただいまの説明について、質疑ありませんか。 

委員長  樋渡委員。 

樋渡委員  １７ページの１８款教育施設及び文化施設管理基金繰入金というこ

とで、黒の四角で囲まれているところが市長公室となっていますが、こ

れに対しては、市長公室が担当ということですか。 

副教育長 基金の管理については、市長公室で担当しております。ただ今回、歳

出が城南小学校の増築事業に伴って、基金の繰り入れの変更があったも

のですから、全体の流れとして、今私の方から御説明したところです。 

樋渡委員 わかりました。ありがとうございました。 

委員長 他に質疑ございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長  質疑がないものと認め、臨時代理事務報告第８号について、承認しま
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す。 

報告第３号  （仮）多賀城市教育振興基本計画の策定について（中間報告） 

委員長 次に、報告第３号、仮称多賀城市教育振興基本計画の策定について、そ

の中間報告について教育長の説明を求めます。 

教育長  報告第３号仮称多賀城市教育振興基本計画の策定について、その中間

報告について、関係課長から説明させます。 

委員長  副教育長。 

副教育長 報告第３号、仮称多賀城市教育振興基本計画の策定について、中間報

告ということで、別紙の報告第３号の資料に基づきまして、順番に各課

長の方から御説明申し上げます。 

資料の中身に入る前に、これまでの経過等について御説明いたします。 

この教育振興基本計画の関係につきましては、昨年の１０月の教育委員会

定例会で、その時点での基本計画の案の状況を一度御報告しております。

しかし、その後に、４回目と５回目の検討会議が開催されまして、計画書

の中身につきましても、だいぶ変更になった箇所がございますので、計画

書をとりまとめるに当たりまして、再度と言うことにはなりますが、本日

あらためて、中間報告として報告させていただくものでございます。 

これまでの経過ですが、平成２４年度中につきましては、主に事務局内

での各担当する業務の現状の把握、それから今後に向けての課題の抽出

を、事務局職員が行ってきました。 

平成２５年度に入りまして、教育振興基本計画の策定会議を開催してお

ります。これまで、７月１日、８月２２日、１０月８日、１月１７日、最

後は３月２５日の合計５回開催しておりまして、策定会議はそこで完了し

ております。 

策定会議の最終の５回目の会議までに、策定会議委員の皆さんからいろ

いろいただいた意見を事務局で整理し、会議の座長を務めていただいた、

東北学院大学の水谷先生に、確認していただいたものが、本日の計画書の

案ということになります。 

今後の予定としましては、本日、教育委員会のほうに報告し意見をいた

だきまして、１０月には、市役所の中の行政経営会議に報告し、その後は、

日程は決まっていませんが、１１月中ぐらいを考えておりますが、市議会

に報告して意見をいただき、その後、市民から意見をいただくパブリック

コメントを実施したいと考えております。 
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それらの意見を踏まえて、事務局で計画書を整理し、できれば、１２月

の教育委員会に、最終的に議案として提出し、計画書として完成させたい

という予定で考えております。 

引き続き、資料の内容について、御説明いたします。説明に当たりまし

ては、以前に一度御説明している部分もございますので、そのようなとこ

ろは、ポイントをまとめるような形で、説明していきますので、よろしく

お願いいたします。 

はじめに、資料１の１ページをお願いします。１ページにつきましては、

第１章の「計画の策定にあたって」のところになります。 

１ページのちょうど中段のところになりますが、計画策定の趣旨としま

しては、こちらに記載しておりますとおり、「教育基本法の規定に基づき

まして、地域の実情に応じた、教育の振興を図っていくために、教育行政

の指針を示して、その実現のための政策を総合的、かつ、計画的に推進し

ていく。」というものでございます。 

その下に、第２節として、計画の位置付けがありますが、国の教育振興

基本計画、宮城県の教育振興基本計画などを、参酌して計画を策定してい

くものです。 

それから、多賀城市の「第五次多賀城市総合計画」に掲げる本市の将来

都市像「未来を育むまち史都多賀城」の実現に向けて、教育分野の施策を

具体化する計画として、位置付けているものです。 

２ページをお願いします。こちらは、国や県の計画、市の総合計画や震

災復興計画との関係を記載した表になっております。 

この計画の計画期間につきましては、平成２６年度から平成３２年度ま

での７年間としております。これは、市の総合計画の期間との整合性を図

るために、７年間としているものでございます。 

なお、市の総合計画の後期計画の策定や、それ以外でも国や県の動き、

社会情勢の変化等で計画変更の必要性が生じた場合は、随時見直しを行っ

ていくものでございます。 

次に、３ページをご覧ください。こちらは、第１節に基本方針、第２節

に基本目標を記載しております。こちらにつきましては、総合計画に基づ

き、政策の大綱を整理しておりますけれども、総合計画で定めております

とおり、基本方針につきましては、「歴史・文化を継承し、豊かな心を育

むまち」ということでございます。これは、次代を担う子どもたちが心身

ともに健全に育つよう、学校・家庭・地域が連携し、それぞれの役割を果

たしながら子どもたちを育んでいく社会の実現を目指します。 
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 また、市民が豊かな人生を送れるように、学習・文化・スポーツ活動を

実践でき、その成果を生かすことができる社会の実現を目指します。 

    本市の大きな財産である文化財が適切に保存、継承され、市民が歴史と 

文化に誇りを持てるまちを目指します。 

このような内容で、まとめをおこなっております。 

基本目標につきましては、こちらに記載の５点ということになりますけ

れども、その内容につきましては、４ページのほうに記載しております。 

この考え方でございますけれども、こちらはこの計画の１番の根本とな

るところでございますので、５項目を読み上げさせていただきたいと思い

ます。 

１ 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上 

          子どもたちが心身ともに健全に育つよう、学校、家庭、地域がそれ

ぞれの役割を自覚し、互いに連携することで、一人ひとりの子どもの

成長を支え、導ける社会の実現を目指します。 

２ 学校教育の充実 

      子どもたちが変化の激しい社会を生き抜くことができるよう、発達

段階に応じた、体系的、計画的な教育内容を編成し、一人ひとりの子

どもに「生きる力」が確実に身に付く教育を実践します。 

３ 生涯学習の推進 

      一人ひとりの市民が生涯にわたり豊かな人生を送れるよう、各人の

興味、関心やライフスタイルに応じた学習に取り組める環境づくりを

進め、その成果を生かせる社会の実現を目指します。 

４ 市民スポーツ社会の推進 

         一人ひとりの市民がライフスタイルや年齢、体力、興味等に応じて

気軽にスポーツに親しみ、楽しめるよう、総合型地域スポーツクラブ

と連携して、スポーツ環境の充実を図ります。 

５ 文化財の保護と活用 

          市民が市の歴史や文化に誇りを持てるよう、市民共有の貴重な財産

である文化財を適切に保護し、次の世代へ継承するとともに、歴史に

関心を持ってもらえるよう文化財の積極的な活用を促進します。 

と、いうことで、このような、５つを基本目標として定めておりま

す。 

５ページをご覧ください、こちらからは、１つひとつ読み上げていく

のではなくて、主な点についてご説明をさせていただきたいと思いま

す。 
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第３章の教育を取り巻く社会環境につきましては、ここでは、少子高

齢化、人口減少社会について、記載しております。 

そして、多賀城市の人口の推移、６ページには多賀城市の人口の年 

齢構成の推移、１世帯当たりの人数を、表に表していますが、本市に

おいても、核家族化や一人暮らし世帯の増加が見て取れます。 

      次に７ページをご覧いただきたいと思います。こちらには、グロー

バル化、高度情報化社会の進展、地域コミュニティの希薄化、そして、

いろいろな面で影響のあった、東日本大震災の関係について、記載し

ております。 

右側の８ページには、本市の教育の現状と課題を記載しております

が、ここでは、本市の子どもたちの長所と取り組むべき課題、東日本

大震災の与えた影響、生涯学習推進のあり方、文化財の普及啓発など

について、まとめたものでございます。 

次に、９ページをご覧いただきたいと思います。こちらには、第４ 

章、施策の体系をまとめている表でございます。基本方針、そして基

本目標、それから、その基本目標ごとの基本的施策。基本的施策につ

きましては、ここに番号で項目がありますけれども、１８の基本的施

策を記載しております。それをまとめた体系図になります。 

次の、１０ページからが、基本的施策の内容を整理した部分になり 

ますが、ここからは、各課長のほうから順にその内容をご説明します

ので、よろしくお願いいたします。 

生涯学習課長 それでは、１０ページを御覧ください。基本目標の第１節は「学校・

家庭・地域の連携による教育力の向上」で、基本目標の目指す姿は「学

校・家庭・地域が連携し、子どもたちが生き生きと安全に暮らしていま

す。」としており、その目標達成のために４つの基本的施策を掲げてお

ります。 

まず基本施策１－１は「学校・地域が連携した子どもたちの育成」で

その目指す姿は「地域住民と学校が連携して、子どもたちを育む取り組

みを行っています。」になります。 

施策推進にあたっての動向と課題については(１)としてコミュニケ

ーション能力の向上、(２)として子どもたちの健全育成、(３)に地域で

支える子育てと３点ほど掲げておりますが、地域コミュニケーションの

希薄化や子どもたちを取り巻く社会環境、学校と地域が連携した子ども

の育成等を課題として基本的施策に反映させております。 

１２ページをご覧ください。１２ページの基本的施策としては、(１)
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では地域での絆を深める環境づくりのための啓発機会の充実、(２)では子

どもへの相談体制の充実や、学校との連携による教職員研修や地域への啓

発。(３)では地域ボランティアとの協働により市内すべての小中学校へ学

校支援地域本部事業を設置する。としております。 

次に１３ページをご覧ください。１－２は「放課後等の安全・安心な居

場所づくり」でその目指す姿は「子どもの放課後等における居場所が確保

されています」になります。 

動向と課題については、就労環境や家族形態の変化等により放課後に子

どもだけで過ごす時間が増えています。地域全体で子どもを育てる機運も

高まっているものの、安全で安心な居場所づくりが求められています。 

基本的施策としましては、放課後子ども教室の実施により子どもの安全

で安心な居場所の確保に努めるとともに、地域との関わりを深める場とし

ます。また、今後市内全小学校への設置を目指し事業拡大に努めます。と

しております。 

次に１４ページをご覧ください。１－３「家庭教育力の向上」ですが、

その目指す姿は「家庭教育の大切さを認識し、子どもを育てています。」

としております。 

動向と課題については、(１)の子育て不安の解消では核家族の進行等に

よるしつけや接し方の不安、(２)では情報化社会の進展により安易に入手

した情報の正しい理解力、(３)では生きる力の醸成で、基本的な生活習慣

や家庭内のルールづくり、子どもの自主性をいかす取り組みなどが課題と

なっております。 

それぞれの基本的施策につきましては、(１)には家庭教育の充実により

子育てに関する学びの機会や情報の提供としています。(２)では保護者へ

の研修会や学校やＰТＡ が連携したとりくみの推進。(３)では子どもた

ちの生きる力や健全な発達を促すため関係機関と協力連携等をしながら、

保護者の情報交換の場、子どもの学びの場を提供します。 

次に１６ページをご覧ください。１－４「青少年の健全育成」について

ですが、その目指す姿は「多くの市民の様々な取り組みにより児童生徒が

健全に育っています。」としております。 

動向と課題については、(１)の体験学習の推進では、集団活動や体験活

動の機会減少により実体験の場が少なくなっている中、様々な活動をとお

して思いやりや尊敬の気持ちを育む環境が求められています。 

(２)では青少年が犯罪に巻き込まれないよう子どもたちの見守り体制

の強化等が課題となっています。 
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１７ページの基本的施策につきましては、(１)として子ども会主催の夏祭

りの支援や、ジュニアリーダーなどのボランティア活動支援等としておりま

す。 

(２)では青少年補導員による巡回指導や学校地域が連携した見守り活動

の推進。また、青少年育成センターとの連携による各種相談体制の強化とし

ております。 

以上が第１節の説明となります。 

学校教育課長 １８ページを御覧ください。「第２節 学校教育の充実」ですが、

基本目標の目指す姿は、「児童生徒が充実した学校生活を送っています。」

です。 

はじめに、「２－１郷土愛を育む教育の推進」で、その目指す姿は「多

賀城を知り、多賀城を語れるように学んでいます。」になります。２－１

については、１８ページから２２ページまでにまとめてありますが、はじ

めに「動向と課題」を整理し、２０ページから各項目ごとの基本的施策の

内容をまとめています。 

以下、これからの説明では、「動向と課題」の概要と、基本的施策の主

な部分について御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

２－１では、（１）郷土への思いを育てる教育、（２）地域教育力の活用、

（３）防災面からの検討の項目に分けておりますが、 

全般的な傾向ですが、本市では住民の流出入が止まらず不安定な家庭環

境が子どもの成育にも影響を与えています。今後、家庭が地域と積極的な

かかわりをもちながら、学校でも地域の教育力を大いに活用していく必要

があります。 

基本的施策の（２）にありますが、地域との協働教育担当を学校に明確

に位置付け、地域とのかかわりの必要性を改めて認識するよう取り組んで

行きます。 

なお、２２ページ（３）防災面からの検討の部分にアンダーラインが付

されていますが、これは、震災関係の部分に引いてあるものです。以下同

様です。 

２３ページをお願いします。２－２ 教育の質の向上で、その目指す姿

は、「教職員の教育力が高まるとともに、教育の質が向上しています。」で

す。 

２－２については、２３ページから２７ページまでにまとめてあります

が、はじめに「動向と課題」を整理し、２５ページから各項目ごとの基本

的施策の内容をまとめています。 

２－２では、（１）子どもたちの自立の基礎を育てる教育、（２）多賀城

市の特色として推進する教育、（３）知・徳・体のバランスの取れた教育

（４）家庭との連携による学習（５）自然体験、文化芸術体験等、体験学

習の工夫と充実（６）幼児教育の充実の項目に分けておりますが、近年の
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子どものコミュニケーション能力や、忍耐力の低下は家庭の教育力の低下

の問題と相まって、本市でも大きな課題となっております。教職員にはそ

の共通の認識を基に人間関係集団関係づくり、そして子どもに生きる活力

や夢と希望をもたせていくことが急務です。 

本市には学院大学工学部やテクノロジーセンター等があり、理科教育の

立地環境が整っていることから、多賀城らしい教育を推進しながら子ども

の自立を促していくつもりです。また、家庭への啓発については「家庭学

習の手引き」を改訂し、学習習慣や生活習慣の醸成に家庭も巻き込んでま

いります。 

２８ページをお願いします。２－３ 健康づくりと食育の充実で、その

目指す姿は、「基本的生活習慣を身につけ、食の重要性を認識し、心と体

がすこやかに成長しています。」です。 

２－３については、２８ページから３０ページまでにまとめてあります

が、はじめに「動向と課題」を整理し、２９ページから各項目ごとの基本

的施策の内容をまとめています。 

２－３では、（１）基本的な生活習慣の定着、（２）運動好きで、たくま

しい児童生徒の育成（３）食育の推進（４）安全な食の項目に分けており

ます。 

情報化の波や価値観の多様化によって社会全体の基本的な生活習慣が

揺らいでいる現実があります。子どもたちの体力や運動能力が伸び悩んで

いることと無縁ではありません。そうした潮流の中で「多賀城市食育推進

プラン」をより推進し、規則正しい食生活や安全な学校給食の提供に今後

努めていきます。なお、３０ページ（４）安全な食の前半部分にアンダー

ラインが付されていますが、これは、先ほどと同様であります。 

３１ページをお願いします。２－４ 教育相談体制の充実で、その目指

す姿は、「悩みや不安を気軽に相談でき、皆と一緒に学校生活を送ってい

ます。」です。 

２－４については、３１ページから３３ページまでにまとめてあります

が、はじめに「動向と課題」を整理し、３２ページから各項目ごとの基本

的施策の内容をまとめています。 

２－４では、（１）児童生徒の抱える課題と現状、（２）障がいについて

の指導、相談（３）相談支援体制の充実の項目に分けております。 

震災後の学校における不登校や問題行動、虐待の通告、家庭内のトラブ

ル件数が増加傾向にあります。また、特別支援学級に在籍する児童生徒だ

けでなく、通常学級に在籍する軽度発達障害等、特別な教育的支援を要す

る児童生徒が増加しており、大きな問題となっております。 

こうした現状を踏まえ、教育委員会にスクールソーシャルワーカーを配

置し、関係機関との連携を強化し、ネットワーク構築に取り組みます。ま

た、特別な教育的支援を要する児童生徒に対しては、未就学児童及びその

保護者に対して相談活動を充実させ、適切な就学指導を進めていきます。 
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次に３４ページをお願いします。２－５ 教育環境の整備で、その目指

す姿は、「適切に維持管理された教育環境の中で学んでいます。」です。 

２－５については、３４ページから３７ページまでにまとめてあります

が、はじめに「動向と課題」を整理し、３６ページから各項目ごとの基本

的施策の内容をまとめています。 

２－５では、（１）学校施設の整備、（２）学校の安全安心体制の確立（３）

情報化教育の推進（４）教材等の教育環境の充実 の項目に分けておりま

すが、（１）にあります学校施設の整備に関しては、平成２２年度までに建

物耐震化工事が終了し、老朽化の修繕も優先して行っております。課題は、

子ども自らの「自分の命は自ら守る」、機に応じた行動の育成です。 

      また、不審者情報が目立って多いこと、登下校時や自転車事故が後を絶

たないことも近来の傾向です。交通事故の撲滅を図るため、通学路の安全

点検を始め、ＰＴＡや警察署、交通防災課など関係機関と連携して対策を

講じていきます。  

なお、３６ページ（１）学校施設の整備の中段及び（２）学校の安全安

心体制の確立の前段にアンダーラインが付されていますが、これは、震災

関係の部分に引いてあるものです。 

以上、第２節 学校教育の充実についてご説明を終わります。 

生涯学習課長 つぎに３８ページを御覧ください。基本目標の第３節は「生涯学習の

推進」で、基本目標の目指す姿は「市民が知性と豊かな心を育むために、生

涯学習活動を行っております。及び、市民が生涯学習の成果を地域や社会に生

かしています。」としておりますが、その目標達成のために４つの基本的施

策を掲げております。 

まず基本施策３－１は「学習機会の充実」でその目指す姿は「講座・教室

が充実し、学びたいときに学べる環境になっています。」になります。 

動向と課題につきましては、(１)の社会情勢に対応した各種講座、教室の

充実では、学習意欲の高まりや人口減少時代の到来や生きがいを持って生活で

きる環境整備等。(２)では、生涯学習の復旧・復興として、東日本大震災によ

り中断していた市民活動の支援を充実しなければならないこと。(３)では読書

活動の推進で、学びの中心として読書が重要であり、図書館を中心に読書環境

の整備を課題としています。また、(４)では市立図書館と学校図書館の連携に

よる効果をあげております。 

これらの基本的施策としては、(１)ではあらゆる年代に対応した講座、教室

の開催。(２)では、市民のニーズに沿った学習機会の充実。(３)では新図書館

による機能・運営の充実や読書に関連した市民活動の継続支援。(４)では、学

校図書館とのさらなる連携を高めるため市立図書館からの司書派遣を全中学

校で実施することとしております。 
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次に４１ページを御覧ください。基本施策３－２は「市民創造型生涯学習 

の推進」でその目指す姿は「学習サークル等が活発に活動しています。」にな

ります。 

動向と課題につきましては、(１)サークル等の学習成果の活用と共有で、 

動向では、社会教育団体登録数の伸び悩みとしており、課題としては、市民み

ずからが地域課題の解決など、活動の成果を他のサークル等と共有することで

効果がその期待されるなどととしております。 

その基本的施策としては、４２ページのとおりサークル活動の支援で、市民

相互の交流を図るための支援を行うことと、東日本大震災の経験等、啓発や健

康事業の拠点施設となっている文化センターの利活用を促進する、としました。 

次に４３ページを御覧ください。基本施策３－３は「芸術文化の振興」で、

その目指す姿は「文化センター等を核にした質の高い芸術文化に触れる機会が

確保されています。」となります。 

動向と課題につきましては、東日本大震災による心の復興を図るため優れた

芸術文化に親しむ機会の充実と、減少傾向にあった市民会館の利用者はさまざ

まな取り組みにより増加に転じているなどとしています。 

この基本的施策としては、指定管理者の管理による文化センターでは民間の

専門的知識等を生かした取り組みが進められていることと、文化芸術活動に取

り組んでいる市民のサークル等には、さまざまな支援を継続して行う。また、

被災市民の心の復興を目指し、支援団体等によるコンサートや市民参加型の催

し物などを引き続き開催してまいります。 

次に４４ページを御覧ください。基本施策３－4は「生涯学習施設の運営」

で、その目指す姿は「生涯学習施設を安全・快適に利用することができます。」

になります。 

動向と課題につきましては、(１)施設の整備で、施設の老朽化が課題となっ

ており、計画的に効率的な改修が必要であることと、(２)では、利用者視点で

の施設運用で、改修や改善の際、市民の視点を意識し、親しまれる施設作りが

求められているとしております。 

この基本的施策としては、(１)については、文化センターの効率的かつ計画

的な改修の実施と市立図書館の新設移転をあげています。 

(２)では、社会教育施設の外部化運営の推進、特に地区公民館のでは地域住

民の参画による地域コミュニティの拠点として、快適な利用環境の向上に取り

組みます。 

また、新設移転を計画している市立図書館については、より質の高いサービ

スと市民に親しまれる図書館づくりに取り組みます。 
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以上第３節の説明となります。 

次に４５ページをご覧ください。ここからは、基本目標の第４節「市民ス

ポーツ社会の推進」となります。基本目標の目指す姿は、「多賀城市型の市

民スポーツ社会が進展し、多くの市民がスポーツに親しんでいます。」とし

ておりますが、その目標達成のために２つの基本的施策を掲げております。 

まず基本施策４－１は「スポーツ機会の充実」となります。その目指す姿

については「総合型地域スポーツクラブや市民団体、民間企業等の多様な担

い手により、多様な年代に対応したスポーツ事業が展開され、多くの市民が

参加しています。」になります。 

動向と課題につきましては、(１)の多種目、多世代、多目的では、多くの

市民のスポーツニーズに対しての環境整備や東京オリンピック開催決定によ

る市民のスポーツへの関心をあげています。 

(２)では、スポーツ活動の充実として、身近な場所で気軽に楽しめるよう

なきっかけ作りや人と人とのふれあう機会の充実が求められています。 

これらに対しての基本的施策につきましては、まず(１)ではスポーツの目

的や種目についての幅広い分野で楽しめる環境づくりに努め、体育施設の指

定管理者との連携で市民サービスの向上を図ることとしております。 

(２)では、市民の多くが気軽に参加できるような大会の開催による地域ス

ポーツの推進やクイーンズ駅伝などをはじめとする、質の高いプロスポーツ

の誘致とアスリートを身近に感じるイベントなどにより、スポーツの普及を

図ります。 

次に４７ページをご覧ください。基本施策４－２は「社会体育施設等の施

設環境の充実」となります。その目指す姿については「安全で利用しやすい

施設を活用し、スポーツすることができます。」になります。 

動向と課題につきましては、(１)で施設の利便性向上をあげています。ス

ポーツに親しめる環境整備には、社会体育施設と学校体育施設の有効活用の

必要性。また、東日本大震災により減少していた総合体育館の利用者が回復

傾向にあることなどがあります。 

(２)の、施設の維持管理では定期的な保守点検と計画的な補修が必要であ

るとしています。 

これをうけ基本的施策につきましては、まず(１)では施設の利便性の向上

として、施設のインターネット申請のシステム整備や利用者のマナー向上へ

の取り組みなどとしております。 

(２)では、施設の維持管理として、安全で快適なスポーツ環境を提供する

ため、保守点検や修繕はもとより、大規模改修については、市の施設整備計
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画に基づき計画的・効率的に実施するとしております。 

以上が第４節の説明となります。 

文化財課長 ４９ページをお願いします。次に「第５節文化財の保護と活用」です

が、基本目標の目指す姿は、「文化財が次の世代へ継承され、市民が市の

歴史と文化財に誇りを持っています。」としております。 

はじめに、「５－１文化財の調査・保存の推進」で、その目指す姿は、

「文化財保護法が遵守され、適切に保護されています。」としております。 

５―１では、（１）特別史跡の適正な保存・管理、（２）埋蔵文化財の

適正な保管の項目に分けておりますが、内容といたしましては、特別史跡

内の公有地の増加に伴い、多賀城跡の適切な保存・管理に努める必要があ

ることと、東日本大震災後の復旧・復興事業による包蔵地内での発掘調査

件数の増加に伴い、出土資料や調査記録も増えていることから、それらを

適正に保管していく必要があるというものです。 

これらの基本的施策ですが、５１ページをご覧ください。 

（１）の特別史跡の適切な保存・管理のため、地域住民等と連携した維持

管理及び景観保全活動や、体験学習のエリアとして活用しながら、史跡保

護を図ってまいります。 

（２）の発掘調査等につきましては、東日本大震災の復旧・復興に伴い急

増する発掘調査に対応するために、宮城県等に派遣職員の応援を求めて迅

速な調査ができるように努めてまいります。 

また、埋蔵文化財調査センター等の収蔵環境を整備し、出土資料等を適

正に保管してまいります。 

５３ページをお願いします。次に、「５－２文化財の積極的な活用促進」

で、その目指す姿は、「文化財に触れるための整備が行われ、多くの方が

訪れています。」としております。 

５―２では、多賀城跡の積極的な活用と次世代への継承を取り上げてお

りますが、内容といたしましては、多賀城跡の積極的な活用を目指した多

賀城南門等の立体復元にあたって、調査の成果が正しく反映されるように、

復元建物の意匠等を再検討する必要があるというものです。 

これらの基本的施策ですが、立体復元にあたっては、専門的な識見を有

する検討委員からの指導・助言を得ながら、多賀城創建１３００年となる

平成３６年度の完成を日指してまいります。 

５４ページをお願いします。最後になりますが、「５－３文化財の普及

啓発の推進」で、その目指す姿は、「多賀城市の歴史に関心を持ち、文化

財に触れたり知識を高めたりする市民がたくさんいます。」としておりま
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す。５―３では、（１）多賀城市の歴史を知ってもらうための取組、次の

ページお願いします。（２）被災文化財の保存・継承、（３）郷土芸能・

伝統芸能の支援の項目に分けておりますが、内容といたしましては、埋蔵

文化財調査センター等において、今後も、企画展示や講座の開催、体験学

習の充実を通して、歴史に関心を持つ市民を増やしていく必要があること

と、東日本大震災で被災した民俗資料等の地域歴史資源を次世代へ継承し

ていくためには、資料調査を実施し、本市の歴史の全体像を総体的に把握

しながら、その中で保存・継承の意識向上の啓発が必要であるというもの

です。 

また、多賀城太鼓などの郷土芸能活動を支援するとともに、本市唯一の

伝統芸能多賀城鹿踊の後継者育成が課題となっています。 

これらの基本的施策ですが、５５ページをご覧ください。主なものとし

て、（１）の多賀城市の歴史を知ってもらうための取組にあります展示会

等の開催にあたっては、観光担当部局等との連携を図りＰＲ活動を行いま

す。 

（２）の被災文化財の保存・継承では、被災文化財の資料調査の成果を

もとに企画展などを開催し、市民が歴史や文化を身近に感じるよう、文化

財を保存・継承する意識の向上に取り組みます。 

（３）郷土芸能、伝統芸能の支援では、本市の伝統芸能を身近に感じて

もらう機会として、多賀城鹿踊体験学習を、多賀城市立八幡小学校と連携

して継続的に支援してまいります。 

５７ページをお願いします。 

副教育長 ５７ページになりますが、第６節 東日本大震災からの復興というこ

とでございます。こちらは、これまでの基本的施策の中に出てきた、アン

ダーラインを引いた箇所について震災関連の項目を再掲したものです。そ

れぞれの項目で内容の説明は終わっておりますので、改めての説明はいた

しませんが、こちらでは、多賀城市の震災復興計画との関連も記載してお

ります。それが５７ページから６２ページまでということになります。 

    最後のページになりますけれど、６３ページを御覧いただきたいと思い

ます。こちらは、第６章 計画の推進にあたって、ということでございま

す。こちらには、３項目を記載しておりますが、１点目は、点検評価の実

施についてです。地教行法第２７条に基づく、点検・評価を実施していく

ものでございます。また、その結果につきましては、報告書としてとりま

とめ、議会に提出すると共に、市のホームページ等に公表して、広く周知

していくものでございます。 
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２点目として、関係機関等との連携、協働でございます。関係機関等との

連携、協働を図っていくというものでございます。、 

３点目として、情報収集と発信でございます。現在のように変化の激し

い時代でございますので、情報の発信や収集には積極的に努めていきます。 

これらの項目によって進めていくことで、計画のより一層の実効性を高

めていきたいと考えております。 

大変、長い時間になりました。 

以上で、仮称多賀城市教育振興基本計画の中間報告の説明を終わります。 

委員長 ただ今の説明で、何か質疑ございませんか。 

今野委員 ３６ページの（１）学校施設の整備というところで、「大規模災害に

備えるため、エレベーターや多目的トイレの設置など、施設のバリアフ

リー化を促進するとともに、太陽光発電と蓄電池による非常用電源の確

保」とありますが、やる方向でよろしいのですか。私も避難所をやった

経験があるんですけれど、何であそこに太陽光パネルがあるのに、電気

が使えないんだと、住民の声がすごくあったんですね。私もなぜ使えな

いんですかと聞いたところ、電源が無いから使えないということでした。

住民の方から、意味無いと言われたものですから。 

副教育長 太陽光発電の蓄電池の関係なんですけれども、小、中学校は、大規模

災害の時には指定避難所になっているんですけれども、そこに太陽光の

発電はあるのですが、蓄電池が無いというのが現状でございます。太陽

光発電、学校のほうについては、発電設備を設置したスクールニューデ

ィールという政策があって、補助もついて、それで設置していったんで

すけれども、その際は蓄電池までは予算的な面もありまして、設置しな

かったという経過がございます。その後、グリーンニューディールとい

うことで、蓄電池を設置できる補助の制度がありますので、各学校につ

いても、順次、蓄電池を設置していく方向で計画をしております。 

     こちらは、予算的には教育委員会の予算ではなく、施設を管理する部

署である管財課で、順次設置していく予定でございます。各学校に順次

年次計画で設置する予定になっております。 

生涯学習課長 蓄電池の整備といっても、多分学校が全て賄えるような蓄電池で

はなくて、補助的な蓄電池であって、震災があって、電気がストップし

た時に、パソコン何台分かを動かす力がある蓄電池ではなかったでしょ

うか。 

副教育長 内容的には、蓄電池と言っても、例えば学校の電気が使えなくなった

として、蓄電池がある。学校の電気をもう一度使えるようにできるよう
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な蓄電池ではございません。避難所が暗くならない程度で、例えば一部

分に電気をつけて、電気が復旧するまでの間、一時的に賄うためという

ことになりますので、全体的な容量としても、非常に小さいものになり

ます。 

委員長  基本的には、設置の方向で考えていくということですね。 

     他に質疑ございませんか。 

樋渡委員 ９ページの第４章 施策の体系 １.学校・家庭・地域の連携による教

育力の向上ということで、１―１学校・地域が連携した子どもたちの育

成ということで、１―２放課後等の安全・安心な居場所づくりというと

ころが多分、市で考えていることと、学童児童のフォローと、ファミリ

ーサポートとか、働く側からのとか、いくつかあると思うんですが、こ

れだと、統合した説明が必要なのか、それとも市の教育振興基本計画な

ので、市としてのひとつの立場からの説明になっているのかと、その辺

がよくわからなかったのですけれども。 

     それから、文章として、赤字で書いてあるのが基本目標の目指す姿と

いうのは、子どもたちが、こうこうこうしてますよという状況が、目標

として、あるべき姿として、提案されているというふうに考えればよろ

しいのかなと、疑問なんですけれども。 

     もうひとつ、１１ページの（２）子どもたちの健全育成で良いのか、

健全な育成が良いのか疑問に思ったことと。 

     各ページのところに、言葉の説明のところでナンバリングみたいにし

て①という形で、例えば、ＰТＡについての説明が載せてあるのですけ

れども、一貫して考えると、もし全部の中なので、ナンバリングしてひ

とつひとつのことに番号でいくのか、それとも①でなくて、ここだけの

説明であれば、米印でいくとかのほうが、見てて抵抗が無いのかなと感

じました。 

副教育長 欄外の説明については、例えば１１ページについては、①ＰТＡとい

うことで、欄外に説明が書いてあります。その３行上に、ＰТＡ活動と

あって、①となって、下に説明が書いてあります。こういう形で書いて

ありますが、例えばこのページに２つあれば、①、②ということで、こ

の下の欄に記載する形です。 

樋渡委員 例えば、３１ページと３２ページで、項目が違うからかもしれないん

ですけれども、ＰТＳＤと、スクールカウンセラーについて、同じ教育

に関してということで、大きなひとくくりかと思うんですけれど、それ

も、①、①と全部なっているので、ナンバリングでいくのか、米印でい
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くのか、という素朴な感想なんですね。そうであれば、②として、スク

ールカウンセラーとして項目ごとにやれば、それはそれでゆかるかなと

思うんですが。 

副教育長 ２６ページを御覧いただきたいと思います。ここは、このページに３

つの解説を載せているんですけれども、たまたまひとつのところは①だ

けで終わっていますけれども、２６ページのように，何点かあった場合

は、①、②、③という形で下に説明をつけています。ひとつだけのとこ

ろもあるので、違和感があるかもしれないですけれども、考え方として

は、ページごとに解説をつけているという形でやっております。 

樋渡委員 わかりました。 

生涯学習課長 先ほどの御質問の中の、基本目標の１―２の中で、放課後等の安

全・安心な居場所づくり、というのは、基本的には、市の全体的な施策

の中で、全部含まれるのか、だから放課後子ども教室だけでなくて、学

童保育なんかも含まれるのかという話なんですけれど、これはあくまで

もタイトルどおり、教育振興基本計画なので。福祉のほうも、教育委員

会の全ても網羅しているのかということですけれど、市の総合計画でも、

基本的には分かれています。なぜかというと、学童保育というのは、放

課後子ども教室と似たようなものでは無くて、片や学童保育は、労働者

支援です。施策の視点が違うんですよ。こちらは地域と協働教育の中で、

地域が学校の支援をしながら、子どもの居場所を作ってあげるんだよと

いうところに着目して施策を進めているので、全く違う体系です。はた

から見たら、同じようなことをしているのではないのと、言われるかも

しれないんですけれど、全く違うことを御理解下さい。 

     あと、次のページの子どもたちの健全育成ですが、「健全な育成」で

はないのか、ということですが、私自信も今まで、違和感無く「健全育

成」という言葉を使ってきました。文章で続ける時は、「健全な育成等

に伴い」などと、続けてくる時は、「な」と、入ってきますけれど、タ

イトルにする時は、「子どもたちの健全育成」で、私は構わないと思っ

ております。 

樋渡委員 わかりました。それと、４３ページのところで、基本的施策のところ

で、下から５行目の、専門的知識を生かした取組みの「生かした」とい

うところですが、この字は、「生きる」のほうではなくて、活用の「活」

という字ではないですかね。 

生涯学習課長 どっちもあるのではないでしょうか。更なる活性化を図る「活か

した」と、そのまますくい上げて取り出して「生かす」という二つの使
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い方があると思います。 

樋渡委員 わかりました。 

委員長  他に質疑ございませんか。 

今野委員 これは、質問ではなくて、要望なんですが、現役の親世代として言わ

せてもらうんですが、これは基本の計画なので、表現は否めないんです

が、地域との連携で言えば、確かに今、結構地域から支援していただい

ているんですけれども、そう言いながらも学校にクレームが来るんです

よね。結局子ども達は、居場所が無いんですよ。武者課長さんも、皆さ

んも御存知だと思いますが、このままの計画で行って欲しいと思います。

公園で遊んでいると、うるさいと言われるし、道路で遊んでいると、う

ちの車に傷が付くと言われるし。結果親が謝りに行って、言われること

は、今の子どもは外で遊ばない。そうじゃないんですよね。外で遊びた

いんだけど、親が学校から言われるから遊べない話であって、このまま

の計画でいってもらえればいいな、と思うのと、私も現役の親世代なの

で、ＰТＡなんですけど、結構いたるところに、「ＰТＡを活用した」

という表現が出て来るんですけど、あまり、市とリンクしてやっている

という感覚が無いんです。ほぼ皆無の状態なので、もっと本当に既存の

団体等を活用して、この文言のとおり進めていっていただきたいなと。

その２点の要望です。 

委員長  他に質疑ございませんか。 

樋渡委員 ４７ページの「目指す姿」ということで、安全で利用しやすい施設を

活用し、スポーツすることができます。」とありますが、スポーツはス

ポーツで普及しているのですが、こういう時は、「運動」のほうがいい

のかなと、個人的な感想です。 

     それから５章の６節の東日本大震災からの復興というところで、５７

ページから取組内容についての説明が書いてあるのですが、例えば、（３）

の、「地域で支える子育て」というところで、１３ページを開いてみま

すと、すぐに「地域で支える子育て」というのが出て来なくて、項目と

しては１２ページの基本的な施策の中に「地域で支える子育て」という

風に入っているので、ページがちょっとずれていると思います。 

     ５８ページの第２節の学校教育の充実というところも、郷土愛を育む

教育の推進というところで、（３）「防災面からの検討」も、２１ペー

ジになっているんですが、実際には、２２ページに載っています。 

副教育長 ページのずれがございます。単純な間違いでございます。アンダーラ

インを引いた所をそのままこちらに持ってきたんですけれども、１３ペ
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ージに記載というのが、１２ページに記載されているということですが、

１２ページです。前のほうの部分ですが、大分ページのやり取りがあっ

て、増えたり減ったりしたものですから、それで確認が抜け落ちました。

こちらについては、もう一度確認をして、きちんと訂正させていただき

たいと思います。申し訳ございません。 

委員長  他に質疑ございませんか。 

樋渡委員 予定ですと、１１月中に市議会に報告して、それから市民からのパブ

リックコメントをいただいた後で、１２月に教育委員会で議案としてう

んぬんとなっていたんですけど。１１月中に市議会に報告して、１２月

に委員会だと、パブリックコメントを受付る期間としては短いのかなと、

漠然と考えたんですけれども。 

副教育長 議会の関係は、教育委員会事務局だけでは決められなくて、これから

調整することになります。１１月の早い時期に、もし説明ができれば、

１２月の定例会まで１ヶ月以上ありますので、パブリックコメントの期

間は十分に取れると思います。 

     あと、１１月の例えば下旬とかになりますと、なかなかパブリックコ

メントの期間が取りにくいという部分もありますので、一応、今現在の

目安ということでお話させていただきましたので、今後については若干

前後する場合もありますので、よろしくお願いします。 

委員長  最終的にはもう一度、教育委員会の定例会で、正式に中間報告ではな

く、最終報告という形で示されて、これを教育委員会で最終的に審査を

して決定をするという段取になると思いますので、その間にパブリック

コメントとか議会の説明等でそれぞれの団体でこれに対する御意見なり

御要望なりが出て来て、それに伴って事務局の案のほうも変更していく

可能性もあると思いますけれども、最終的にはもう１回、教育委員会の

場で協議をして、最終的な決定案を見るということになると思います。

その段階でまた改めて意見が出ることもございますので、委員さんには、

資料をよく読み込んで、意見がすぐに出るような準備をしておいていた

だきたいと思います。 

     他に質疑ございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長  質疑がないものと認め、報告第３号について、終了します。 

日程第４ その他
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委員長  次にその他に入ります。各委員から特に議題にしたい事項などありま

したらお願いします。 

（なしの声あり） 

委員長  ないようですので、以上で、本日の議案等の審議をすべて終了いたし

ます。これをもって、多賀城市教育委員会第９回定例会を終了いたしま

す。ありがとうございました。 

     午後８時１２分閉会 
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